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採
決
が
分
か
れ
た
議
案
の
う
ち

主
な
意
見
を
紹
介
し
ま
す
。

賛
否
討
論

　
【
議
案
第
10
号
】
南
島
原
市

特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

《
反
対
討
論
》

　

こ
の
改
正
は
、
簡
易
水
道

を
上
水
道
に
統
合
す
る
も
の
。

現
在
、
簡
易
水
道
は
、
水
道

料
だ
け
で
は
採
算
が
取
れ
ず
、

一
般
会
計
か
ら
繰
入
を
受
け

て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
、
独
立
採
算
性
の
上
水
道

に
統
合
す
れ
ば
、
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
が
制
限
さ
れ
、

赤
字
分
は
水
道
料
の
引
き
上

げ
で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。

　
【
議
案
第
11
号
】
南
島
原
市

後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

《
反
対
討
論
》

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
国
民
を
国
保
や

共
済
保
険
等
か
ら
強
制
的
に

引
き
離
し
別
の
医
療
制
度
に

加
入
さ
せ
る
も
の
。
高
齢
者

を
手
厚
く
遇
す
る
制
度
な
ら

分
か
る
が
、
こ
の
制
度
は
逆
。

75
歳
以
上
の
高
齢
者
は
病
気

に
か
か
り
や
す
く
、
医
療
費

を
抑
え
る
た
め
、
別
の
医
療

制
度
に
放
り
込
む
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
現
代
の
姥
捨
て

山
医
療
制
度
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

　
【
議
案
第
26
号
】
平
成
30
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
予
算

《
反
対
討
論
①
》

　

反
対
す
る
の
は
、
い
く
つ

か
の
大
型
事
業
が
計
上
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
多
目
的
運
動

広
場
整
備
事
業
は
、
本
当
に

市
民
の
希
望
す
る
も
の
な
の

か
。
市
民
に
公
表
し
て
意
見

を
聞
い
て
み
よ
う
と
い
う
姿

勢
が
必
要
。
将
来
に
大
き
な

ツ
ケ
を
残
す
こ
と
に
な
ら
な

い
か
。
立
ち
止
ま
っ
て
検
討

す
る
時
間
が
必
要
。
必
要
な

骨
格
予
算
と
一
緒
に
計
上
し
、

予
算
が
通
れ
ば
議
会
が
承
認

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
予
算
計
上
の
有
り
方
に
、

警
告
す
る
。

《
反
対
討
論
②
》

　

反
対
理
由
は
３
点
。

⑴　

市
民
要
望
の
強
い
事
業

が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
、
不

十
分
。

⑵　

国
保
税
の
引
き
下
げ
が

図
ら
れ
て
い
な
い
。

⑶　

三
県
架
橋
、
新
幹
線
推

進
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

大
型
事
業
よ
り
、
市
民
の
暮

ら
し
優
先
の
立
場
に
立
つ
べ

き
。

《
反
対
討
論
③
》

　

島
鉄
か
ら
の
無
償
譲
渡
は
、

実
現
し
て
い
な
い
の
に
、
管

理
費
１
千
万
を
計
上
さ
れ
て

い
る
。
30
年
度
に
新
規
で
検

討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
納
税
組
合

の
廃
止
。
28
年
度
か
ら
、
納

税
組
合
の
納
税
率
を
必
要
と

し
な
い
自
治
会
活
動
補
助
金

の
算
定
に
移
行
。
納
税
組
合

の
納
税
率
を
廃
止
す
る
と
、

報
酬
１
千
万
以
上
は
い
ら
な

く
な
る
の
で
、
納
税
組
合
は

廃
止
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
自
治
会
活

動
補
助
金
と
自
治
会
長
・
納

税
組
合
長
・
農
事
組
合
長
の

報
酬
な
ど
を
加
算
す
る
と
、

１
億
２
千
万
く
ら
い
あ
る
の

で
、
30
年
度
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
の
運
行
予
算
に
考
え

直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

《
賛
成
討
論
》

　

こ
の
骨
格
予
算
は
、
義
務

的
経
費
と
、
継
続
事
業
を
計

上
。
全
て
の
予
算
が
入
っ
て

お
り
、
こ
れ
を
否
決
す
る
と
、

執
行
が
で
き
な
い
の
で
通
す

べ
き
。
反
対
で
あ
れ
ば
、
修

正
案
を
出
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　
【
議
案
第
27
号
】
平
成
30
年

度
南
島
原
市
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計
予
算

《
反
対
討
論
》

　

国
保
税
は
、
公
務
員
や
会

社
員
な
ど
の
保
険
料
と
比
べ
、

２
倍
近
く
高
い
。
昨
年
並
み

に
４
億
円
繰
入
を
行
う
な
ら
、

市
民
の
要
求
で
あ
る
国
保
税

の
引
き
下
げ
が
実
現
で
き
る
。

こ
の
予
算
は
国
保
税
引
き
下

げ
に
な
っ
て
い
な
い
。

《
賛
成
討
論
》

　

国
保
会
計
が
引
き
上
げ
に

な
ら
な
い
よ
う
努
力
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
委
任
払
制
度
、

前
も
っ
て
手
続
き
を
取
れ
ば
、

必
要
な
額
だ
け
支
払
え
ば
い

い
と
い
う
よ
う
な
声
も
聞
い

て
い
る
。
こ
の
制
度
を
続
け

て
も
ら
い
た
い
。

　
【
議
案
第
29
号
】
平
成
30
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算

《
反
対
討
論
》

　

反
対
の
理
由
は
、
３
項
目
。

⑴　

受
け
ら
れ
る
医
療
が
制

限
さ
れ
る
別
立
て
診
療
報
酬

に
な
っ
て
い
る
。

⑵　

保
険
料
は
年
金
か
ら
強

制
的
に
天
引
き
さ
れ
医
療
費

が
増
え
る
と
保
険
料
が
引
き

上
げ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。

⑶　

高
齢
者
で
も
、
保
険
料

を
払
え
な
い
人
は
、
保
険
証

を
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

《
賛
成
討
論
》

　

国
保
対
象
者
は
、
後
期
高

齢
者
の
保
険
料
を
支
援
し
て

い
る
。
病
気
を
し
な
い
よ
う
、

心
が
け
る
こ
と
も
保
険
者
の

立
場
。
み
ん
な
で
助
け
合
っ

て
こ
の
制
度
を
続
け
て
い
く

と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
賛
成
。

　
【
発
議
第
２
号
】
南
島
原
市

議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

《
賛
成
討
論
》

　

こ
の
条
例
は
、
市
議
会
議

員
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
あ

る
べ
き
か
定
め
た
も
の
で
、

議
員
活
動
の
指
針
と
す
べ
き

も
の
。
提
案
さ
れ
た
条
例
案

は
、
市
民
の
期
待
に
も
応
え

た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
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議案番号 議決結果

議　席　番　号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
田
中
　
次
廣 

金
子
憲
太
郎 

小
林
　
知
誠 

柴
田
　
恭
成 

髙
木
　
和
惠 

吉
田
幸
一
郎 

隈
部
　
和
久 

林
田
　
久
富 

小
嶋
　
光
明 

黒
岩
　
英
雄 

井
上
　
末
喜 

中
村
　
久
幸 

下
田
　
利
春 

川
田
　
典
秀 

隈
部
　
政
博 

吉
岡
　
　
巖 

山
本
　
芳
文 

草
栁
　
寛
衛 

桑
原
　
幸
治 

松
永
忠
次

平成３０年　第１回定例会で意見が分かれた議案の採決


